
 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 神戸空港侵入監視システム改修工事（その３） 

 契 約 業 者 名 阪神ケーブルエンジニアリング株式会社 

 随意契約の理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 神戸空港の外周フェンスは侵入監視センサで監視しており、フェンスのないゲート部は

赤外線センサ及び、監視カメラにて常時監視している。また、不審者が侵入した際には、

監視カメラにて侵入者を捕捉する侵入監視システムとなっている。本工事では、空港施設

の拡張に伴い、侵入監視システムの改修を行う。 

本システムは、本請負業者が独自に設計・施工したものである。また、本システムは保

安上の機密事項であり、広く一般に構造・仕様等を公開出来ないため、上記請負人でなけ

れば施工できない。以上の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に

該当するため、上記請負人と随意契約を行う。 

担当部署 

（問合せ先） 
港湾局空港整備課  （電話番号 595-6269） 

 


